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県では、地産地消推進事業として、県内に住宅を
新築されるかたに乾燥秋田杉柱材をプレゼントしま
す。
提 供 材・１２�角、長さ３ｍ、含水率２０％以下の乾

燥秋田杉柱材（１戸当たり９０本まで）

募集戸数・１００戸
募集期間・３月１日～１９日

申 込 書
北秋田地域振興局森づくり推進課林業振興班（鷹

巣町鷹巣字東中岱）か市役所農林課に備え付けてい
ますが、あきた県産材利用センターのホームページ
からも入手できます（http : //www.kensanzai.com）。
問 北秋田地域振興局森づくり推進課林業振興班

�０１８６―６２―１４４５
市農林課（内線２０８、２９１）

市では４月から、各家庭から出される粗大ごみの
収集を有料化します。
粗大ごみを排出されるときには、粗大ごみ証紙を

張っていただくことになります。その証紙は市役所、
出張所で販売するほか、市民の皆さんの利便性を考
えスーパーや小売店での販売も予定しています。
そこで、証紙を販売していただける登録店（売り

さばき人）を募集するための説明会を開催します。

と き ２月９日（月）
１３時３０分から

ところ 中央公民館２階 視聴覚ホール

※登録店には、１０％の取り扱い手数料を交付します。
問生活環境課（内線２０６、２４７）
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総額表示の例
本体価格が１０，０００円、消費税額（含む地方
消費税額）が５００円であった場合。

消費税額を含む支払総額が表示
されていれば、併せて「消費税額」
や「税抜き価格」を表示してもか
まいません。

また、価格が表示される場面としては、商品など
の選択時（値札など）と、代金の決済時（レシート
など）がありますが、総額表示義務の対象となるの
は、商品などの選択時の価格表示です。

粗粗大大ごごみみ証証紙紙売売りりささばばきき人人
説説明明会会をを開開催催


